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 抄録：FRBR（「書誌レコードの機能要件」）刊行以後から現在までの、関連する主要な議論や
多様なプロジェクトをレビューする。FRBRが属する概念設計に係る議論に限定せず、FRBRに
依拠した目録規則の検討や改訂という影響・反映、FRBR化した OPACの設計・構築という影響・
反映、すなわち概念設計に続く他の設計段階や実装段階に属する議論やプロジェクトについても

取り上げる。併せて、他の概念モデルやメタデータスキーマとのインターオペラビリティの問題

についても論じる。 
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１．はじめに 
 目録およびその研究において、FRBR
（Functional Requirements for Bibliographic 
Records．「書誌レコードの機能要件」）1)の刊行は

エポックメーキングな出来事であると、筆者は受

けとめている。FRBRの刊行以前から目録の概念
設計や概念モデリングに興味をもち、拙いながら

も自らのモデル構築を試みてきたことが個人的な

背景にあるが、FRBRの刊行を機に目録に関する
議論や研究を見渡すことが容易になった、換言す

れば個々の議論や研究の位置づけ、相互の関係を

理解するのが容易になったという印象をもつ。目

録の設計→作成→提供という一連の流れの中で、

FRBR 自体は設計のうち概念設計の段階に属し、
一つの概念モデルを提示したものであるが、この

概念モデルとそれに係る検討や議論が概念設計を

適切に形づくったことにより、それに続く他の設

計段階や、設計以降を含めた全体の構図が明確な

かたちで捉えられるようになったということであ

る。個別の検討や提案・試行がそれぞれいずれの

（または複数の）段階に属するものなのか、その

位置づけと前後の段階とのつながりを明確にさせ

て理解や議論ができるようになったことが

FRBR の間接的な効用であろう。これが筆者の
FRBRに対する見方である。 
 本稿では、FRBR刊行以後から現在までの、関

連する主要な議論や多様なプロジェクトをレビュ

ーすることを目的とする。FRBRが属する概念設
計に係る議論に限定せず、FRBRに依拠した目録
規則の検討や改訂という影響・反映、FRBR化し
たOPACの設計・構築という影響・反映、すなわ
ち概念設計に続く他の設計段階や実装段階に属す

る議論やプロジェクトについてもレビューを行う。

併せて、他の概念モデルやメタデータスキーマと

のインターオペラビリティの問題についても取り

上げる。 
 図1に本稿が立脚する全体構図を示した。概念
設計段階における議論に、概念モデルである

FRBR 自体に係る議論やその展開・修正モデル、
さらには他領域の概念モデルとの関連などの議論

が位置づけられる。本稿第 2章では、FRBRの概
念モデル自体に関する議論を取り上げるが、他の

モデルとのインターオペラビリティ（相互運用性）

の議論については第 5章のテーマとする。 
 次に概念設計結果に依拠し目録規則の新規設計

もしくは既存規則の変更が行われることになる。

ここでは実際に作成するレコードの種類や構成の

決定、個々のデータ項目の定義、さらにはデータ

項目の扱いを示した記述処理規則、標目・アクセ

スポイントの構成と付与などに関する規則が決定

されなければならない。FRBRに連なる、もしく
はFRBRが惹起した、これらの検討や議論の状況



について、FRBR目録規則と称して第 3章で取り
上げる。 
 このようにして目録規則等が整備されてはじめ

て、実際に個別の資料に対してレコード作成に着

手できる段階となるが、併せて必要なデータベー

ス論理・物理設計と実装、他機関とのレコード交

換用エンコーディング方式の設計などがそれに伴

う。そして、FRBR目録規則に従い実レコードが
作成され蓄積されるようになって、利用者へのレ

コード提供の新たな方式である FRBR 化した
OPACの登場となる。FRBR OPACについては第
4章で取り上げる。 
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 図1 FRBRと目録の設計・作成・提供の流れ 
 

FRBR 現行レコード＋
現行記述規則

レコード／データ
項目構成の変更
（FRBR目録規則？）

レコード／データ
項目構成の変更
＋記述規則の変更
（FRBR目録規則？）

FRBRの
展開モデル

現行方式
OPAC

新方式OPAC
（FRBR OPAC?）

概念モデル 目録規則 OPAC

 
 図2 FRBR、FRBR目録規則、FRBR OPAC
相互の位置づけ 
 
 以上が概念モデルとしてのFRBR に始まる変
化の構図であるが、現実には前述のような順序で

変化が波及していくことに加えて（むしろそれよ

りも大きな力で）、同時並行的に多様な道筋が存在

する。図 2に示したのが、現実にとりうる、それ
ゆえ存在する展開の道筋である。FRBRに依拠し
て作成された目録規則がなくても、さらには実レ

コードがなくても、FRBR化したという新方式の
OPACの構築が盛んに試みられている。そこでは、
既存レコードがそのまま、つまり機械的に編集・

加工できる範囲内での処理を加えただけのものが

用いられている。他方で、FRBRに依拠する目録
規則のあり方も一様ではなく、殆ど現行のレコー

ド構成と記述規則に変更を加えずとも、FRBR目
録規則が実現されるとする立場もある。 
 
２．概念モデルとしてのFRBRに関する議論 
２．１ 国際目録原則 
 FRBR刊行以後の大きな進展で、かつ影響力を
もつのは、新たな国際目録原則の制定であろう。

1961 年に国際図書館連盟による専門家会議で承
認された、いわゆるパリ原則に代わるものとして、

2003年以降、現在まで引き続き検討されているの
が、新たな国際目録原則である。現在、承認プロ

セスの最終段階にあり、概ね内容は確定している

ものと見てよい 2)。基本的なスタンスは、概念モ

デルである FRBR と後述する FRAD（典拠デー
タの機能要件）を採用することを宣言し、その上

で目録の機能の定義、目録規則への橋渡しとなる

目録規則編成の原則等が示されている。 
 それによると、目録の機能はFRBRで定義した
利用者タスクである発見（find）、識別（identify）、
選択（select）、そして取得または入手（acquire or 
obtain；FRBR では「入手」）により定義されて
いる。また新規に、目録内でのnavigate（国立国
会図書館による日本語訳では「自在に使う」）を機

能に追加している。その上で、発見の対象を体現

形とする、いわゆる finding 機能と、発見対象を
同一著作に属するすべての資料、同一表現形に属

するすべての資料、特定の個人・団体・家族が関

与したすべての著作と表現形、特定主題に属する

すべての資料とする collocation機能（集中機能）
とが、両者とも定義されている。この点でパリ原



則を継承しつつ、再規定化を図っているといえよ

う。 
 上記の点に加えて、目録は書誌レコードと典拠

レコードの２種類のレコードから構成することを

規定している。その上で、書誌レコードを構成す

る「書誌記述は、体現形の実例（代表）としての

個別資料に基づくものであり、著作や表現形に係

るデータを含めてもよい」とした。また、「一般に、

個々の物理的形態（体現形）に対して、異なる書

誌レコードを作成するものとする」とも規定して

いる。これらによって、書誌レコードは主として

体現形に対応して作成されるべきことを宣言した。

その結果、書誌レコードが反映する、限定された

部分以外の著作と表現形については、典拠レコー

ドが引き受けることになる。 
 これらは基本的に現行方式を継続する旨の宣言

であり、レコード設計に属する事項であるが、目

録原則の一部として規定化を図っている。これは

同時に、現行方式から大きく転換することの否定

を意味する。例えば、著作、表現形、体現形のそ

れぞれのレベルで対応するレコードを作成する方

式や、筆者が提案しているテキストレベル実体（表

現形）を基盤として採用する方式等は否定されて

いることを意味する。 
 この点を現実的な制約条件内での最良の選択と

評価するか、あるいは大きな方向転換への道を閉

ざしてしまったと見るかは、評価が分かれるとこ

ろであろう。筆者自身もこれら相容れない評価を

抱いており、容易に決することは困難である。一

方で、後述する RDA の検討作業において最近
RDA はこれまでの書誌レコードと典拠レコード
という分け方を取らず、先の 4つの実体、それに
第 2グループ実体群の個人・家族・団体、第 3グ
ループの概念・物・出来事・場所という実体また

は実体群の単位でそれらの属性と実体間関連とを

記録するための規則構成とすることを決定した。

この方針転換は、体現形を実質的な基盤とする点

ではこれまでと変更はないが、同時に書誌レコー

ドを体現形に過度に依拠させることから脱却でき

る、あるいはそれぞれ必要なレベルでレコードを

作成できる方向性を許容したことになる。RDA
はこの点では国際目録原則に必ずしも縛られない、

より広い選択肢を採用したといえよう。 
 ちなみに、国際目録原則の一部に「目録規則作

成の目的」が示されており、これはSvenoniusに
よる同様の規定化 3)に主に依拠することが明記さ

れている。これは筆者による目録規則の個々の規

定の意図解釈さらには規則設計に適用しうる「指

向性（orientedness）」4)との共通部分もあり興味

深い。ただし、「目録規則作成の目的」が全体とし

ての（集合体としての）目録規則の作成・設計指

針を列記しているのに対し、筆者の指向性は個々

の処理に即応するレベルで必要な指向性を挙げて

おり相違もある。 
 
２．２ FRBRに対する修正要求 
 FRBRの刊行以後、示されたモデルに対して多
様な修正や展開の要求が出されている。その刊行

以前にも草案の公開とともに意見の収集が行われ

ていたが、刊行後にはそれらに増して多種多様な

要求や意見が提出されている。こうした事実自体

が FRBR の重要性の表れとも解することができ
る。表明された意見や要求は FRBR Review 
Groupにより包括的に整理され、それぞれの位置
づけと同グループとしての対処の方策（先送りも

含めて）がまとめられている 5)。 
 整理された主な要求・検討事項は、1)利用者タ
スクの追加、2)表現形の再定義、3)aggregatesの
扱いの検討、4)イベント概念や時間的側面に対応
する新たな実体の導入、5)新たな属性の追加と既
設の属性との統合、6)新たな関連の追加と既設の
関連との統合などに分けることができる。 
 このうち1)の追加要求のある利用者タスクと
は、navigate、contextualize、relateなどであり、
navigateは FRBRではなく先に見た国際目録原
則に、contextualizeは FRADにというように主
だったタスクはそれぞれ組み入れられている。 
 2)の表現形の再規定については、同グループの
下にワーキンググループを発足させ、FRBRの修
正草案を公開し、最終的には修正案が承認されて



いる 6)。当初FRBRに記載されていた表現形の定
義に関して、「厳密にいえば、いかなる知的・芸術

的内容の変更も表現形の変更となる」という、テ

キスト等の微細な変更も新たな表現形と見なすと

いう箇所を削除し、スペリングや句読記号の修正

など、軽度の変更は同一表現形の範囲と見なすべ

きとの現実的な解釈を新たに採用している。筆者

は元来こうした表現形の解釈を示していたが 7)、

他者の議論に存在した混乱を解消するためには、

今回の修正は妥当かつ有効と考えている。 
 3)の aggregatesとは、複数の構成部分しかも自
立的に扱いうるものから構成された集合的な実体

を指し、著作、表現形、体現形のいずれのレベル

にも該当するものがありうる。合集などが典型例

であるが、他方で全体部分関連にある構成部分の

扱いも同じ問題であり、汎用的に当てはまる事象

である。 
 これはFRBR において十分に検討と言及がな
されてこなかった問題であり、筆者は自らのモデ

ル提案と同時にこの点に関して FRBR モデルに
対する優位性を指摘している 8)。テキストレベル

実体を基盤とするモデルが、この点においても、

より整合的なモデル化を達成できると考えている。

今後、FRBRが「集合的実体－統合的単位の実体
（integral unit）－構成部分実体」という実体の
連関全体をどのように論理的に整合する形式でモ

デル化するのかは重要な課題と考える。 
 新たなワーキングブループが組織され検討に着

手しているが、現時点では結論は得られていない。

公開されている資料によれば、検討する範囲を限

定し、独立して生成（創造）された異なる著作が、

単一刊行物として刊行された場合のモデル化に限

定して議論するという 9)。一つのモデルは

Manifestation-as-glueモデルと呼ばれ、体現形レ
ベルのみ aggregates 相当の実体実現値（インス
タンス）を設けるモデル、つまり著作や表現形で

はそれに相当する実現値は設けず、aggregatesを
構成する個々の著作・表現形の実現値のみ設ける

モ デルを 指す。 もう一 つのモ デルが

work-of-works モデルで、著作レベルでも

aggregates に相当する実現値をもたせるもので
ある。今後どのように議論が展開し収束していく

のか、その行く末を見守りたい。 
 4)イベント概念や時間的側面に対応する新たな
実体の導入の問題については、FRBRの根幹に関
わる事項であり、第 5章で他のモデルとのインタ
ーオペラビリティとして取り上げる。 
 5)新たな属性の追加要求と既設の属性との統合
要求、および 6)新たな関連の追加要求と既設の関
連との統合要求とは、現行FRBRにおいては定義
されていない新たな属性や関連を導入する必要が

あるとの主張と、他方では既に定義されているも

のが細分化されすぎており、むしろそれらを統合

化して定義すべきであるという主張である。前者

は例えば、著作の属性として言語（original 
language）を追加すべきとの主張や、音楽作品の
番号表示や調を表現形の属性としても定義すべき

との主張などがある。これら要求はどのように扱

われるのか現時点では未定である。 
 
２．３ 実体定義法の再検討 
 FRBR に対する直接的な修正要求ではないが、
より基底的な検討すなわち実体定義法の再検討も

並行して行われている。特に第1グループの実体
群に対する検討であり、FRBRのいわば根幹に関
わる検討でもある。 
 Carlyleは、プロセス（process）モデルと実在
（existential）モデルという解釈を新たに提示し
た 10)。前者のプロセスモデルとは、著作から個別

資料への具体化のプロセスに沿った解釈法であり、

知的・芸術的内容である「著作」がなんらかの記

号系を用いて表現され「表現形」となり、さらに

特定の形式で記録媒体に固定され「体現形」とな

るというプロセスに沿った実体定義である。他方、

後者の実在モデルとは手元の「個別資料」におけ

る知的・芸術的内容に相当する部分、記号系によ

る表現であるテキストに相当する部分、さらには

媒体とそれへの固定化に相当する部分に分けて捉

える解釈であり、筆者が示した「三層構造モデル」

における実体定義法である。筆者は実体の重層的



設定と並置的設定の相違としてこうした捉え方を

位置づけており 11)、Carlyleの２つのモデルはそ
れに合致すると見ている。 
 また、RenearとChoiは、実体間で属性の継承
（inheritance）が FRBR モデル自体においては
何ら定義または言及されていないが、多くの論者

によって継承が前提とされ解釈されている事実を

指摘した 12)。ただし、彼らは継承を認めるべきと

も、それを否定すべきとも、評価を下してはおら

ず、先の指摘にとどめている。筆者は上位レベル

実体から下位レベル実体への属性の継承は、実体

の重層的設定法を取る限りにおいて認められるが、

並置的設定法に依拠したときには自動的に（それ

ゆえ無条件に）仮定されることはなく、下位実体

において明示的な指定があるもののみ継承される

と考えている。この 2つの実体設定法の単一実体
への適用を矛盾しないと見る筆者にとって、継承

の捉え方も必然的に複合的とならざるをえない。 
 筆者の問題意識からいえば、より検討すべき課

題は、「体現形の属性を、著作と表現形に関わる利

用者タスクの達成に用いる」という、他のモデル

では見られない事項をどのように論理的に説明し

うるのかという点にある。下位レベル実体の属性

値を、利用者タスクの支援時には上位レベル実体

に擬似的に割り当てる設定法、つまり当初から上

位レベル実体に属性として定義することとは異な

る設定法を問題にしたい。これは表層的には継承

とは逆の方向性をもつ問題のように映るが、両者

は共通した問題である可能性もある。そして、筆

者はこれが FRBR モデルの抱える大きな問題で
はないかと考えている。ちなみに、テキストレベ

ル実体を基盤とし、その結果、表現形に当該レベ

ルのタスク達成に必要な属性を割り当てることに

よって、こうした問題の発生を適切に回避できる

と考えている 13)。 
 
２．４ 電子資料への適用の検討 
 特定の資料タイプのみに対象を限定したときに

は、FRBRが示したモデルがそのまま適合するの
か、あるいは部分的な変更が求められるのか検証

が不可欠である。電子資料のみを対象としたとき

には、以前筆者は、表現形を基盤とする考え方に

おいて体現形をフォーマット（ファイル）の部分

とキャリアの部分に分けて捉えることで FRBR
を適合させられると考えていたが、それほど単純

ではないことが判明した。 
 鴇田は、FRBRにおける体現形と個別資料とを
統合的に扱い、電子資料では、フォーマットに相

当するレベルの実体を file、その個別のコピーレ
ベルに copyと packaged copyという２つの実体
を定義した（図 3）14)。copyはキャリアを持たな
い（もしくは取り上げる必要がない）ケースの実

体であり、packaged copy はキャリアを伴った
copyとなる。こうしたモデル化により、キャリア
の有無を適切にモデル化できている。重要な点は

キャリアを体現形レベルではなく、個別資料レベ

ルで扱っている点である。 
 併せて、実体解釈の視点（観点）を整理し、FRBR
が基本としている視点を「種別展開の視点」と名

付けている。これは先の Carlyleによるプロセス
モデル、筆者による重層的設定法に対応する部分

である。加えて、鴇田は FRBRに内在している、
もう一つの視点を「部分包含の視点」と呼ぶ。個々

の実体レベルで全体部分関連が定義され、先の集

合的なものから、統合的単位の実体（integral 
unit）、そして構成部分実体へと連なる関連である
が、こうして設定された実体実現値とその上下そ

れぞれのレベル（種別展開の視点により設定され

た上下それぞれの実体レベル）の実現値との対応

を捉える視点である（図４）。 
 FRBRではそれぞれの関連とその基数（カーデ
ィナリティ）を示しているが、十分に整理できて

いるとはいいがたい 15)。換言すれば、先の「種別

展開の視点」と「部分包含の視点」とをFRBRは
明確に区別してはいないものと受け取られる。端

的には表現形と体現形との基数を多対多としてい

るが、これは２つの視点が混合したままといわざ

るをえない。表現形から体現形への関連（鴇田に

よるモデルでは expressionから fileへの関連）は
単一表現形が多様なフォーマットやキャリアとし



て展開される事象を捉え、つまり種別展開の視点

に基づき一対多とされている。他方、単一体現形

が複数の表現形を包含（鴇田によるモデルでは

fileが複数の expressionを包含）して存在する事
象は、部分包含の視点に相当し、体現形の実現値

に物理的独立性という制約を設けたときに多対一

となる。理念型においてはこうした制約は必要と

されず、fileは「file群（グループ）－ 単一 file － 
file の部分」というように存在しており、よって
いずれかの段階で expression と一対一関連とな
るものを見いだすことができる。それゆえ部分包

含の視点では上位と下位レベルの実現値は一対一

関連と捉えうる。物理的独立性など、下位レベル

のインスタンスに何らかの制約を導入したときに

のみ多対一となる。なお、これらは表現形と体現

形の間にのみ該当するものではなく、他のレベル

においても同様な議論が成立する。 

＜FRBRモデル＞ ＜鴇田モデル＞

work（著作） work

expression（表現形） expression

manifestation（体現形） file

item（個別資料） copy
または

packaged copy

 
 図３ FRBRモデルと鴇田モデルの対応関係 
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 図４ ２つの視点の位置づけ 

 
 さらには、表現形が対象資料の論理構造の記録

と表現を引き受け、体現形が物理構造を記録・表

現することを想定すれば、その2つの構造の対応
関係が部分包含の視点に合致することになる。そ

して、それら対応関係を柔軟に表現できるために

は、この視点からの整理が不可欠である。筆者は

さらにこうした議論の展開の先には、テキストレ

ベル実体（表現形）の基盤としての選択が不可欠

であると見ているが、その論証には着手できてい

ない。 
 同様に電子資料に対してFRBR の適用を図っ
たモデルに、ハーバード大学図書館によるモデル、

インディアナ大学による variation2 モデルなど
がある。これらは基本的にFRBRをそのまま用い
ており、部分的に実体の名称が異なる場合を含む。

variation2プロジェクトでは、FRBR第 1グルー
プそれぞれの実体に対してwork、instantiation、
container、media objectとの呼称を採用している
16)。 
 他方、電子資料の構造的記録を試みたモデルが、

目録とは異なる、保存などを目的とするメタデー

タにおいて複数見いだせる。保存メタデータであ

る PREMIS によるモデル、機関リポジトリ構築
用ソフトウェアDSpaceで用いられているモデル、
マルチメディア資料の管理用フレームワーク

MPEG-21などにおいて示されているのは、物理
的構成かつ全体部分関連のモデル化に特化したモ

デルである。それゆえ、対象資料がいかなるファ

イル群－ファイル－ファイルの一部分、さらには

キャリアから構成されているのかを詳細に記録で

きるよう設計されている。例えば、PREMISでは
対象とするオブジェクトの物理構造は

「representation（ファイル群に相当）－file－
bitstream（ファイルの一部分）」によりモデル化
されるが、論理構造については実体「intellectual 
entities」に預け、実質的な規定化を行っていない
17)。同様に、DSpaceでは対象オブジェクトを item、
bundle、bitstream によりモデル化し 18)、

MPEG-21 では container、item、component、



resourceによるモデル化を図っている 19)。これら

は総じて、対象資料の論理構造の表現と物理構造

との対応づけにおいて難がある、あるいは脆弱で

あるといえよう。 
 
２．５ その他の資料タイプへの適用の検討 
 電子資料以外の特定資料タイプに対する

FRBRの適用も並行して検討がなされている。古
典籍に対する適用は、山中 20)により検討されてお

り、その結論をまとめれば古典籍においては体現

形と個別資料との区別がない、換言すれば体現形

を設ける意義が少なく、通常は１点ごとの個別資

料がそのまま体現形に等しいとされる。 
 他に録音・映像資料に対する適用例、博物館・

美術館資料に対する適用例、継続資料に対する適

用検討など、多彩な適用と検討があるが、それら

については FRBR Review Group による書誌
FRBR bibliography21)を参照されたい。 
 
２．６ FRAD 
 FRBR における第２グループの実体群につい
て検討し、典拠レコードの機能要件を別途定める

作業が進められてきた。そのためのワーキンググ

ループが組織され、二度にわたる草案作成と公開

を行ってきたが、その過程で対象範囲を典拠レコ

ードに限定せず、広く典拠データに関する事項を

対象とすべく、その名称を FRAD（Functional 
Requirements for Authority Data）22)に変更した。

なお、同草案は実質的には名称典拠の範囲内のみ

を扱い、件名典拠は対象外とされている。 
 FRADにおいては、FRBRで定義された第 1～
3 グループのすべての実体群を「書誌的実体」と
名付け（第 2 グループには「家族（family）」を
追加）、それに対して典拠データに属する固有の実

体を追加して定義している。追加された実体とは、

名前（name）、識別子（identifier）、統制形アク
セスポイント（controlled access point）、規則
（rule）、機関（agency）である。ここでの構図
では、先の書誌的実体は「名前」によって知られ

（known by）、「識別子」によって識別される関連

に置かれる。これら名前と識別子に基づき、図書

館などの「機関」は「統制形アクセスポイント」

を特定「規則」に従って設け、典拠コントロール

を実行するという構図がモデル化されている。 
 ここにおいて実体「名前」は、個人・家族・団

体の名称、著作・表現形・体現形・個別資料のタ

イトル、概念その他の名前（名辞）に相当し、属

性として名前のタイプ、使用範囲、使用日付、名

前の言語、表記文字、翻字用スキーマなどが定義

されている。こうして「名前」を独立した実体と

して定義した結果、FRBRで書誌的実体ごとにそ
れぞれ属性として定義されていた個人・団体の名

前（個人名・団体名）や著作などのタイトルはそ

こから省かれ、実体「名前」の属性に移行するこ

とになる。実体「識別子」についても同様であり、

属性には識別子のタイプ、識別子ストリング（識

別子自体）、接尾辞（チェック用文字・数字など）

が定義されている。これらはあくまでも名前や識

別子の管理という観点からのモデル化であり、そ

の点FRBRにおける観点とは相違する。 
 なお、書誌的実体と「名前」との関連について

は、上述のように「知られている（known by）」
という関連が設定されているが、その下位レベル

に個別の関連タイプが併せて定義されている。例

えば、実体「個人」との関連として、実名という

関連、偽名・筆名という関連、改名前の名前とい

う関連などがあげられている。 
 また、「統制形アクセスポイント」には、その属

性にアクセスポイントのタイプ、状態、典拠形（優

先形）か参照形（非優先形）かの区別、アクセス

ポイントの基本部分とその使用言語・文字・翻字

用スキーマ、アクセスポイントの付加部分とその

使用言語・文字・翻字用スキーマなどが列挙され

ている。加えて、同実体の実現値間の関連には、

異なる言語形（並列）の関連、異なる文字表記形

の関連などが定義されている。 
 並行して、FRBRと同様に利用者タスクを導入
しており、そこでは典拠データの作成者・管理者

と一般利用者の両方を想定して、4 つのタスクを
定義している。発見（find）と識別（identify）は



FRBR と共通しているが、新たに「文脈化
（contextualize）」と「正当化（justify）」を導入
している。前者の文脈化とは、個人間の関係、個

人と名前の関係などを明確化することを指し、後

者の正当化とは統制形アクセスポイントとして特

定の名前を選択した理由などの明示化を意味する。

こうしたタスクの定義とともに、FRBR同様、実
体の個々の属性や関連との対応づけ、つまり属

性・関連設定の妥当性評価を試みている。ただし、

FRBRの場合と同じく、その対応づけの根拠は示
されていない。 
 現在、最終的な意見集約と調整が行われている

模様であるが、基本的な構図はほぼ示されている

草案で確定したと受け取ることができよう。この

FRAD が現行の典拠コントロールに対して変更
を迫る、あるいは他の方式の可能性を示唆する部

分は含まれていないように見受けられるが、今後

の議論の展開を見守りたい。なお、渡邊による

FRADの紹介（正確には現行名称への変更前草案
の解説）がある 23)。 
 
２．７ テキストレベル実体を基盤としたモデル 
 筆者はFRBRの草案公開段階から、テキストレ
ベル実体である表現形を基盤とした概念モデルを、

FRBRの枠組みを参照しつつ提案してきた 24)。テ

キストレベル実体を基盤として選択する意義には、

1)懸案であった multiple versions や format 
variationsと呼ばれる問題への根本的解決策を提
供できる、2)テキスト（つまり内容）の論理構造
を含めて、テキストそのものについての十分な情

報提示の基盤を提供できる、3)テキスト間の各種
関連指示の基盤を提供できることなどがあげられ

る。 
 こうした意図の下、FRBRとの実体・属性・関
連それぞれの定義における相違点を検討し、それ

をもってテキストレベル実体を基盤とするモデル

提案としてきた。加えて、FRBRモデルそのもの
が内包する問題、例えば前述した属性設定と利用

者タスク達成支援との関係、構成部分のモデル化

などにも焦点を当て、提案モデルのFRBRに対す

る優位性も示した。これらの内容については既発

表の図書・論文を参照されたい。なお、筆者の提

案モデルを筆者以外が検証・評価した事例は数少

ないが、Bergによるものがある 25)。 
 提案とその検討は一通り完了したものと認識し

ているが、当該モデルに依拠したレコード作成作

業やコストからみた実現可能性、既存レコードと

のギャップの解消法や利用者による使い勝手の評

価などの検討が残されている。現行方式との乖離

が大きいほど、そうしたモデルの採用には大きな

障壁があり、新たなモデルへの移行を十分に正当

化できることが求められることになる。 
 
３．FRBR目録規則 
 FRBRに依拠した目録規則、つまり概念設計に
続くレコード設計・データ項目設計・記述規則設

計において、FRBRの公表以後、関連して生じて
いる議論やFRBRの反映・影響などを次に取り上
げる。他方で、国際目録原則がほぼ現行方式を踏

襲しながらも FRBR を採用しているとするよう
に、現行のレコード作成方式とその目録規則自体

もそのままでFRBRに依拠していると（多少とも
強引に）主張することも不可能ではない（図２参

照）。つまり、どのような点において FRBRに合
致または従っていれば依拠したと宣言できるのか、

明確な基準はそもそも存在しないのである。 
 
３．１ レコード設計への反映・影響 
 レコード設計については、FRBRへの依拠から
生じる大きな変更は現時点では期待されていない。

原理的には FRBR で定義された実体から写像さ
れる形式でレコードが定義されることになるが、

先に取り上げた国際目録原則が、現行のレコード

構成と種類を継続して採用することを規定してい

るがため、他の構成法は排除されている。つまり、

現実的な選択とはなりがたいとの判断により、他

の構成法は排除されており、これまでと同様、書

誌レコード（場合によっては所蔵レコードを独立

して設ける）と、著者名、統一タイトル、件名の

典拠レコードをそれぞれ設け、これらと書誌レコ



ードとを直接リンクさせる方式としている。 
 ちなみに、FRBRモデルでは著者である個人・
団体は著作（翻訳者・演奏者であれば表現形）と

関連づけられた構図をなしており、これをレコー

ド設計にそのまま適用すると著者名典拠レコード

は、著作・表現形に対応する統一タイトル典拠レ

コードとリンクし、主として体現形に対応する書

誌レコードとは統一タイトル典拠レコードを介し

てリンクすることになる。しかしながら、実際上

は限定された場合にのみ統一タイトル典拠レコー

ドは作成され存在するため、このような構成とす

ることができず、著者名典拠レコードは直接、書

誌レコードとリンクする方式とされている。これ

はレコード設計段階において加えられた事項、そ

れゆえ FRBR の直接的な適用に対して加えられ
た変更である。件名典拠レコードと書誌レコード

とのリンクについても同様である。 
 
３．２ データ項目設計、記述規則設計への反映・

影響 
 書誌レコードを構成するデータ項目については、

記述の部分は国際的なレベルで ISBD（国際標準
書誌記述）、NCR や AACR など各国・言語圏の
目録規則、そして記述と標目の両者を含んだもの

として国際レベルの UNIMARC、各データ作成
機 関 レ ベ ル の MARC フ ォ ー マ ッ ト

（Japan-MARC、MARC21など）がある。これ
ら先行して存在するデータ項目セット（メタデー

タスキーマ）に対してFRBRはどのような影響を
もたらすのであろうか、あるいは実際にもたらし

つつあるのか。基本的には強い必要性がなければ、

既存の定義を継続して使用する、あるいは最低限

の修正のみ加えるという方向性が採用されること

は想像に難くない。 
 実際に行われるのは、FRBRにおいて個々の実
体に対して定義された属性および関連から、既存

のデータ項目セットにおける個々のデータ項目へ

の対応づけ（マッピング）が試みられ、その結果

を受けて、対応づけができない、それゆえ欠落し

ているデータ項目について新たに追加定義する、

もしくは不用または冗長なデータ項目を統合・削

除することであろう。FRBR 属性から ISBD、
GARR、GSARE へのマッピングについては
FRBR自体の付録として示されている。 
 
３．３ ISBD 
 国際図書館連盟目録部会に設置されている

ISBD Review Groupは、まずFRBRが示した全
国書誌レベルの書誌レコード要件に合致するよう、

ISBD データ項目の必要度（必須項目か否か）を
一部変更した。また、Delseyが同グループの指示
の下、ISBDからFRBRの属性および関連へのマ
ッピングを試行している 26)。今後、ISBDがさら
に FRBR を踏まえてどのように改訂されるのか
は不明であるが、ISBD のデータ項目の大半が体
現形に対応する、つまり体現形の特徴を記述する

ことを基本におくという立場に変更なければ、著

作・表現形については限定されたデータ項目で対

応することになり、その結果 ISBDへの大きな変
更の必要性はないとの結論に至る。表現形の主た

る属性を ISBDが引き受けるとの事態が発生する
ことはなく、それゆえ ISBDへの変更は限定され
ているといえよう。 
 
３．４ MARCフォーマット 
 一方で、実際のレコード作成において用いられ

ているデータ項目セットは MARC フォーマット
であり、そのうち英語圏において標準の位置づけ

を得ているのがMARC21である。このMARC21
書誌・典拠レコードフォーマットとFRBRとの相
互のマッピングがDelseyにより行われている27)。

この結果を受けて、FRBRに対する実体と属性の
追加要求が LC から出されており、同時に
MARC21の部分的な改訂もその後図られている。
マッピング結果を概括すると、著作・表現形の属

性が多様なMARC21データ項目（フィールド、
サブフィールド）に分散してマッピングされてお

り、現行のレコードで基本的に十分表現できてい

るように表面的には見受けられる。しかしながら、

それらの実際のデータ項目ごとの使用頻度・使用



実態を考慮した場合には、現行方式では著作と表

現形（特に後者）の記録と表現が十分とはいえな

い状況にあることが理解される。なお、既存レコ

ードにおけるMARC21フィールド、サブフィー
ルドごとの使用頻度を集計した結果が、MARC 
Content Designation Utilization Projectから公
表されている 28)。 
 今後、AACRの改訂版であるRDAがどのよう
に著作・表現形への対応を示し、それを受けて

MARC21 フォーマットがどのように改訂される
のかによって、先の問題への対処が異なるものと

なる。換言すれば、MARC21 の大幅な変更は、
その時点まではないものと予測される。さらに、

そのような時点で、他の同様なメタデータスキー

マ、例えばMODS、MADSなどとの統合または
置換といった議論が出てくる可能性がある。 
 翻って、わが国で用いられているデータ項目セ

ットとのマッピングについては、橋詰が

Japan-MARC 書誌レコードフォーマットを用い
て試行している 29)。ただし、口頭発表であり、そ

の詳細は公開されていない。同様の試行を筆者も、

指導する学生による卒業研究「Japan-MARC レ
コードを用いた FRBR OPACの構築実験」の一
環として行っているが、基本的な結論は下記の通

りである。 
1)著作・表現形を記録するデータ項目は、
MARC21 に比して極めて限定されており、その
表現能力は殆どないに等しい。特に統一タイトル

については、典拠フォーマットを見たときには統

一タイトルを記録するフィールドがあるが、その

使用実態は外部からは不明であり、作成された統

一タイトルの数および書誌レコードへの使用頻度

は極めて限定されるものと推測される。 
2) MARC21には基本記入標目とは別に、副出記
入を通して分出用の標目を付与し記録することが

行われている。例えば、総合タイトルをもつ場合

ともたない場合に関わりなく、収録されている構

成部分に対して、個別の著者名に加えてタイトル

（統一タイトルを含む）を副出標目の一部として

記録することなどが行われている。それがどの程

度広く適用されているかについては不明なところ

があるが、Japan-MARC 等、わが国では基本的
に見られない方式である。先の主たる著作に対す

る同定・識別能力の問題に加えて、それ以外の主

ではない、従の位置づけにある著作に対する同

定・識別の問題には殆ど手だてがないに等しい。

例外は、総合タイトルをもたない資料に対する、

タイトルと責任表示に関する事項の繰り返し（フ

ィールド 252～259の利用）である。 
 これらはMARC フォーマットのみの問題では
なく、準拠する目録規則である NCRが内包する
基本的な問題でもあり、容易な対処法はない。 
3)上記の制約下で、同一著作を機械的に同定しよ
うとするときには、照合キーとして主に「著者標

目＋本タイトル」と「責任表示＋本タイトル」を

用いることになる。その際、Japan-MARC にお
ける書誌階層の扱いを反映したフィールド構成

（特に 25n、29n、751、79n; n=1～9）をどのよ
うに組み合わせて、最適な照合キーを生成するか

については複数の選択肢があり、それによって同

定漏れと誤同定の率が変化する。この点について

は、現在実験により検証を進めている。 
 
３．５ RDA 
 AACRの前面改訂を意図したRDA（Resource 
Description and Access）の策定は紆余曲折をた
どっている。2002年頃から検討が始められ、その
後2004年頃から具体的な改訂作業に着手したが、
計画は変更を重ね、現時点では 2009 年刊行予定
とされている。現段階では基本的にFRBR、FRAD、
そして国際目録原則に依拠することが表明されて

いる。ただし、どの程度の依拠か、さらにはどの

ようなかたちでの依拠かにより、そのあり方には

幅がある。当初は、これまでのレコード作成方式

を踏襲し、大幅な変更は導入しないという立場で

検討が進められていたが、順次公開される案に対

する関係諸機関や個人からの厳しい意見を反映し

てか、徐々にではあるが大胆な変更へと舵がきら

れている。未だその着地点は見えず、いささか混

迷の様相を呈しているが、その真剣な議論やダイ



ナミックな舵取りに英語圏との彼我の差を痛感す

る。 
 当初、AACR2規則0.24の扱いを巡ってFormat 
Variation Working Groupにおいて、表現形に基
づく書誌レコード作成の検討も行われた 30)。最終

的には、このような案は退けられ、国際目録原則

に合致する、体現形に基づく書誌レコード作成が

採用された。そして、表現形については統一タイ

トルへの付加事項で基本的に対応する方針に落ち

着いた。個人的には先のワーキンググループによ

る貴重な検討の蓄積を評価したい。筆者も部分的

にこうした検討に触発され、むしろ概念モデリン

グのレベルに遡って検討を進めるべきとの意を強

くした経緯がある。 
 続いて、上記のような決定を受けて、レコード

構成の規定に議論の焦点が移行することになるが、

これまでの案では国際目録原則に依拠して（つま

り従来からの構成に則り）、書誌レコードと典拠レ

コードという持ち分けとそのリンクを前提にして

規則案が構成されていた。ところが、提出されて

いた批判のいくつかへの対応を意図してか、2007
年 10 月の検討委員会において、新たな規則構成
案として、FRBRの実体ごと、つまり著作、表現
形、体現形、個別資料ごとに対応するデータ項目

とその記述規則を配置するという案が採用された

31)。具体的には、属性の記述規則と関連の記述規

則に区分し、属性記述規則はさらに、セクション

1：体現形と個別資料の属性記述、2:著作と表現形
の属性記述、3:個人・家族・団体の属性記述、4:
概念・物・出来事・場所の属性記述に分かれ、さ

らに各セクションは複数の章（chapter）に分割
される。それは総合的ガイドラインの章と個々の

関連する利用者タスクごとにまとめた章から構成

されるという案である。これらゆえ、当然ながら、

従来の資料種別ごとに主たる区分を設ける規則構

成は破棄されている。後者の関連記述の規則は、

セクション 5: 著作－表現形－体現形－個別資料
の間の関連記述、6:著作・表現形から個人・家族・
団体への関連記述、7: 概念・物・出来事・場所と
著作との関連記述、8: 著作間、表現形間、体現形

間、個別資料間それぞれの関連記述などとされて

いる。こうした構成が実際に記述規則を採用する

側にとって使いやすいものかは疑問も残るが、将

来を見越した構想力と大胆さに脱帽せざるをえな

い。 
 併せて、RDA 案では実体の属性と関連に対応
づけて設定されるデータ項目を「エレメント」と

呼び、それをさらに限定して区分したものが「エ

レメント・サブタイプ」と呼ばれる 32)。体現形の

タイトルという FRBR で定義された属性に対し
て１つのエレメントが設けられ、それが本タイト

ル、並列タイトル、タイトル関連情報などのエレ

メント・サブタイプに区分される。ダブリンコア

における詳細化限定子（element refinement 
qualifier）に相当する。他方、エレメントまたは
そのサブタイプを、さらに構成する部分に分割す

ることができ、それを「サブエレメント」と呼ぶ。

エレメント「版」に対する、「版表示」、「特定の版

にのみ関係する責任表示」への分割などが該当す

る。 
 このように新たな構成を大胆に取り入れるに至

った RDA案であるが、これまで部分的な案が公
開されるたびに複数の機関・個人から批判が続出

するという経緯をたどってきている。その基本的

な対立軸は、従来の内容・媒体固定型資料とそれ

に対するこれまでの扱いを基本とし、ディジタル

資料などへの対応のために漸進的な変化を遂げよ

うとする立場と、ディジタルでかつダイナミック

に変化しうる資料を主たるものに位置づけ、その

ためにはこれまでの方式を大きく変更しなければ

ならないとする立場との対立と捉えることができ

よう 33)。前者が漸進的な変化を志向するのに対し

て、後者はラディカルな方向転換を志向している。

後者の立場からは、より大きなメタデータコミュ

ニティとの連携、そして他の領域のメタデータス

キーマとのインターオペラビリティが重要視され、

その結果、汎用的な記述処理規則と目録特有の記

述規則への切り分けなどの主張となる。 
 後者の立場からの批判に応えるかたちで、ダブ

リンコアの推進組織である DCMI との調整作業



が試みられ、2007年 5月にData Model Meeting
がもたれている。それによると、RDA をダブリ
ンコアの枠組みに基づき、一つのアプリケーショ

ンプロファイルに位置づけ再規定を図ろうとして

いる。つまり、ダブリンコアの枠組みに依拠する

ことで、他のメタデータコミュニティとの連携や

メタデータスキーマのインターオペラビリティを

図る意図である。ちなみに、FRBRはここでは領
域特有のドメインモデルに位置づけられ、RDA
メタデータスキーマが立脚する一つのモデルとな

る。すなわち、RDA はドメインモデルだけでな
く、同時にダブリンコア抽象モデル（DC Abstract 
Model）のようなスキーマの基礎づけを担うモデ
ルにも依拠することを意味する。 
 以上のようなRDAを巡る展開は、FRBRの影
響や反映を超えた事項が大きく含まれ、その観点

だけから捉えることはできない。しかしながら、

FRBRに基づくレコード（メタデータ）作成の具
体的なガイドラインとして、しかも大きな影響力

をもつことになる RDAがどのように決着をみる
のか、どのような着地点に落ち着くのかは、FRBR
にとっても大変重要な意味をもつ。 
 
４．FRBR OPAC 
 FRBR OPAC（FRBR-ized OPAC）とは、その
検索や表示において現行方式とは異なり、FRBR
に依拠した新たな機能が導入された OPAC を指
す。それゆえ、FRBRに十分準拠したレコードと
は言いがたい既存のレコードを用いても、先の条

件を満たせば、FRBR OPAC、FRBR-like OPAC
とされる。 
 本章では、FRBR OPACと目される検索システ
ムの事例を取り上げる。通常、FRBRに依拠した
OPAC であるとは、「著作－表現形－体現形－個
別資料」という実体の系列に沿った検索または表

示が行えることが求められる。従来のOPACが基
本的に体現形の単位で検索・表示されていたこと

からすれば、著作や表現形の単位での検索・表示

という collocation機能の実現が鍵となる。なお、
これまでの OPAC においても部分的には著作の

単位での検索も可能であったが（特に AACR＋
MARC21 によるレコードを対象とした OPAC）、
それを量的または質的に超えた機能が求められて

いる。 
 大まかには、既存レコード（書誌、典拠）をそ

のまま活用し、検索システムであるOPACにおい
てFRBR化を図るアプローチと、既存レコードで
はなく新たな構成のレコードを用いるアプローチ

に大別される。 
 
４．１ 既存レコードを用いるアプローチ 
 既存レコードをそのまま用いるアプローチとは、

英語圏であれば既存のMARC21書誌レコード中
から著作および表現形の記録や手がかりを抽出し、

それにより現行の OPAC よりも網羅的かつ精度
よく著作や表現形の検索・表示を実現しようとす

るものである。著作の同定は、基本的に「著者標

目＋統一タイトルまたは本タイトル」の一致によ

り同一著作と機械的に判定する。典拠レコード（著

者名、統一タイトル、著者名＋統一タイトル）の

活用も当然図る。こうした著作と表現形の手がか

り抽出においては、先に見たDelseyによるFRBR
とMARC21フォーマットとのマッピングをいず
れのシステムにおいても基礎としている。他方、

Yee は著作・表現形の同定子について詳細な検討
を示し、既存OPACと複数の FRBR化を図った
OPACの問題点を指摘している 34)。 
 いずれにせよ問題となるのは、基本記入標目と

副出記入標目の両者を組み合わせてどの程度網羅

的に著作を抽出できているのかという点である。

3.4 節で取り上げたように、直接的には統一タイ
トルの適用率と副出記入標目を通した分出の適用

率の問題である。加えて、基本記入の選定という

問題自体、つまりいずれの場合に基本記入を設け

るのか、設けずタイトルの下の記入とするのかと

いう選定方式の複雑さと選定結果の一致率が副次

的に絡んでくるであろう。集合著作という

aggregates についてはいずれのプロジェクトも
捨象していると推測される。なお、表現形につい

ては既存レコードにおいてその手がかりが少ない



ため、多くのプロジェクトでは表現形の検索・表

示を試みていない。 
 他方で、数の上では一つの著作が単一の体現形

（書誌レコード）としてのみ現れる場合が大半で

あり、つまり複数の体現形とならないため、それ

らについてはFRBR化した検索・表示がなんらの
有益性ももたないとされる。OCLC による
WorldCatの調査でも 75%以上がそのようなレコ
ードである 35)。ただし、これは集合著作や構成著

作の問題は捨象された数値である。これらゆえ、

FRBR化が有益なのは残りの部分に限定され、そ
のうち特に重要度が高い著作は単一の著作が多数

の体現形として出現するものであり、それらにつ

いては現時点でも適切に著作として認定し表現さ

れている、つまり著者標目＋統一タイトル等で漏

れなく同定できるという論法もある。このような

点を理由に、BatesはOPAC改善に向けた勧告の
一つとして、そうした著作に対する「書誌ファミ

リー」の検索・表示の実装を推奨している 36)。 
 以下、FRBR 化を図った代表的な OPAC をい
くつか取り上げる。ただし、これら以外にも複数

の実装例があり、それらについては FRBR 
Review GroupによるFRBR bibliographyを参照
されたい。 
 
1) OCLC FictionFinder37)、WorldCat.org38) 
 FictionFinderは、WorldCatデータベースから
小説作品に属する約300万件の書誌レコードを抽
出して構築された。2006年 12月から公開されて
おり、その特徴は著作単位（小説作品の単位）で

レコードをグルーピングしている点にある。その

ための著作同定アルゴリズム「FRBR work-set
アルゴリズム」39)の内容を併せて公開している。

MARC21 フォーマットの書誌レコードと典拠レ
コードの両者を最大限に活用する方式であり、典

拠レコードに記録されている情報源注記（使用事

例の記録）や、統一タイトルとそれ以外の参照形

タイトルなどの情報も活用している。こうして著

作単位でグルーピングした結果に対して、それに

属する書誌レコード群と該当する典拠レコードか

ら著作レベルのレコードを機械的に生成している。

この著作レコードの下に従来の書誌レコード（体

現形）、所蔵レコード（個別資料）を配置する構成

としている。 
 検索利用時には、著作の検索から開始され、検

索条件に該当した著作が表示される。それらから

一つの著作を選択すると、その詳細表示として著

作のタイトル、著者、内容要約、件名、小説のジ

ャンル、時間的・地理的状況設定などと、それに

リンクする版（体現形）の数、言語の種類数、所

蔵館数が表示される。加えて、当該著作にリンク

した体現形の簡略形式表示が伴い、そこから一つ

を選択すると体現形としての詳細表示、つまり書

誌レコード表示が見られる。このように同システ

ムでは、「著作－体現形－個別資料」という流れで

検索・表示が進むことになる。なお、表現形につ

いては扱いが困難、すなわち同一表現形のグルー

ピングが困難として、捨象している。 
 並行して、OCLC は WorldCat 全体に対する
FRBR化も試みており、Web上で公開されている
WorldCat.orgでは小説作品にとどまらず、蓄積さ
れた全レコードにも著作単位の機械的同定を適用

している。基本的な処理は先の FictionFinderと
同じアルゴリズムを適用しているが、細部におい

て両者は異なる部分を有しているように見受けら

れる。このWorldCat.orgでは、旧来のOPACと
同様、体現形ごとの書誌レコード単位での検索・

表示が行われるが、書誌レコードの詳細表示にお

いて同一著作としてグルーピングされた他の体現

形が「諸版」として簡略表示さらにはリンクが設

定されている。つまり FictionFinderと異なり、
著作自体が示されるわけではないが、同一著作に

属する体現形から他の体現形へと容易にたどるこ

とができ、この点でFRBR化へ半歩踏み出した位
置づけにある。旧来の OPAC における著作の
collocation機能は、先のような同一著作の機械的
同定が適用されていない点で異なる。 
 OCLC は著作のこうした機械的同定結果を
「xISBNサービス」40)として、同一著作に属する

ISBN のグルーピング情報を Web サービスで提



供している。ニューヨーク公共図書館などは自館

のOPACにおいて、このxISBNサービスを介し
て関連する諸版へのナビゲート機能を実装してい

る。 
 なお、これらシステム実装に先行してOCLCの
研究チームは FRBR に係るいくつかの研究成果
を公表している 41)。また、オーストラリア国立図

書館もプロトタイプシステムではあるが、国内の

総合目録データベースに対して OCLC の

work-set アルゴリズムを参考にした著作グルー
ピングを試行している 42)。 
 
2) VTLS Virtua43) 
 図書館システムメーカーであるVTLS は、
OPACシステムVirtua OPACを開発している。
同システムは、DelseyによるFRBRとMARC21
フォーマットとのマッピングをそのまま採用し、

従来型の検索・表示インターフェースと「著作－

表現形－体現形」という順に利用者をナビゲート

するインターフェースの双方を提供している。後

者のインターフェース画面は木構造をたどる洗練

されたものではあるが、現時点では販売促進用に

公開された画面のみであり、そのシステム機能の

詳細については不明である。必ずしも一貫してい

ない既存レコードに対して（より正確には、原則

から外れたレコード群に対して）、どのように先の

ナビゲート機能が当てはまるのか、あるいは当て

はまらず検索から漏れてしまうのか、そうした点

は不明である。 
 
3) LibraryThing44) 
 所蔵情報をもたないため狭義のOPAC ではな
いが、書誌レコードの検索システムであり、利用

者がそれぞれ図書を登録し、フォークソノミーと

呼ばれるタグづけや評価情報の登録と共有に特徴

がある。書誌データ自体はLCなどのOPACから
取り込んだものを使用している。このサービスに

関してFRBRの観点から注目すべきは、登録利用
者による著作ごとの諸版の同定と、その結果を

ISBN のグルーピングとして登録している点であ

る。人手によりかなり大規模な著作の同定が行わ

れていることに驚きを覚えるが、その際の同一著

作の判定基準が不明瞭であり一貫性は保証されて

いない。OCLCによる xISBNサービスよりも、
LibraryThing の人手によるグルーピングがより
網羅的との報告もある。ただし、精度の観点も含

めた検討が必要であろう。 
 現在では、このLibraryThingに蓄積された著
作ごとのISBNグルーピングの結果を直接参照し、
関連する諸版へのナビゲート機能を OPAC 上で
実装している図書館もある。Danbury公共図書館
がその最初とされている。 
 
４．２ 新たな構成のレコードを用いるアプロー

チ 
 FRBR に沿ったレコード構成に変更され作成
されたレコード群、つまりFRBR目録規則に従い
作成されたレコード群の存在を前提とする。現実

にはそのようなレコードは、一部の例外を除いて

広くは作成されておらず、それゆえこうしたアプ

ローチは限定的にのみ存在する。 
 
1) UCLA Film and Television Archive Catalog45) 
 目録に関する論客であるYeeの監修の下に開発
されたOPACと推定される。同アーカイブに所蔵
されている映像資料の書誌レコードが検索できる

が、「表現形に基づくレコード」の作成事例として

紹介されている。ただし、表現形をいずれの

MARC21 データ項目と対応づけているのかは定
かではない。Yee は事後的・機械的に著作と表現
形を同定しまとめることの困難さを以前から指摘

しており、それゆえ同システムではレコード作成

の時点で「表現形に基づくレコード」を作成して

いると推測される。それが筆者による「テキスト

レベル実体を基盤としたモデル」およびそれに依

拠したレコード作成例とどの程度一致するのかは

不明である。 
 公開されているOPACでは、表現形の単位で検
索・表示され、その下に個別資料が一覧表示され

る。つまり、個々のフォーマットや状態がそれぞ



れの所在情報とともに表示される。ここでは、映

像資料の特性に依拠してか、体現形は個別資料と

等価とされている。 
 
2) AustLit46) 
 オーストラリア国立図書館と国内の大学図書館

との協力プログラムとして実現しているサービス

であり、同国の作家・批評家の作品を収録してい

る。そのため、図書、図書の構成部分、逐次刊行

物の構成部分など多様な書誌レベルの資料が収録

されている。MARCフォーマットとは異なる独自
のレコード構成を採用しているが、その詳細は不

明である。また、検索システムは、「著作－バージ

ョン（version）－刊行物（publication）－個別
資料」というたどり方を基本とするが、契約利用

者のみ利用可能とされているため、その詳細は不

明である。示された説明によれば、バージョン、

刊行物は、それぞれFRBRの表現形、体現形に対
応するとされている 47)。 
 
3)「テキストレベル実体を基盤とする概念モデル」
に依拠した検索システム 
 筆者が概念モデル提案の一環として既存書誌レ

コードから変換したレコードを用い、それに適合

した検索インターフェースを開発したプロトタイ

プである 48)。 
 MARC21 書誌レコードを、提案モデルに合致
するよう著作・表現形・体現形・個別資料へと分

割しレコードを作成した。その際には、Delseyが
示したFRBRとMARC21のマッピングとは当然
ながら異なるものを採用している。個別の

MARC21 書誌レコードを独自に設定したマッピ
ングに依拠して機械的に分割し、その後、同一著

作、同一表現形と判定したものを併合した。併合

作業の支援ツールを開発して行ったが、最終的な

判定作業は人手で行った。加えて、著作間、表現

形間の関連を有するものを人手で同定した。これ

らの作業部分が既存書誌レコードからの機械的な

変換では対応できない部分である。 
 こうして準備したレコード群「著作レコード－

表現形レコード－体現形レコード－個別資料レコ

ード」を適切に検索・表示するインターフェース

を開発した。入力された検索式はまず著作と表現

形のレコードと照合され、条件に合致した著作と

表現形のレコードがそれぞれのレベルで簡略表示

される。著作と表現形は異なるレコードとしてい

るため、その両者で合致するもの、一方のレコー

ドのみが合致するもの、いずれもありうる。さら

には、原著者と翻訳者、作曲者と演奏者などが著

作と表現形に分かれて記録されている場合にも検

索できるよう対処した（多くの場合には上記の両

者は表現形レコードに記録されているが）。 
 検索条件に合致し、簡略表示された著作群、表

現形群からいずれかの著作または表現形を1つ選
択すると、その詳細が表示される。例えば、1 つ
の著作を選択し詳細を表示させたときには、その

下部に当該著作にリンクする表現形が簡略形で表

示される。さらにそこから1つの表現形を選択し
表示させたときには、それにリンクする体現形の

情報が併せて簡略表示される。同様に一つの体現

形を選択したときには、表現形と体現形を組み合

わせた表示としている。表現形が主要な項目を引

き受けるレコード構成とした結果、体現形のみで

は十分な情報提示とならないからである。ちなみ

に、既存MARC21書誌レコードを出発点として
いるため、独自の工夫を適用してはいるが、構成

部分の抽出に限度がある点は他の FRBR OPAC
と同じである。また、集合的実体についても独自

の基準を定めて処理した。 
 なお、筆者の提案モデルに依拠することが、上

記のようにそれぞれの実体レベルでレコードを設

定しなければならないことを必ずしも意味しては

いない。表現形に基づくレコードを作成し、体現

形と個別資料の情報をそれに包含もしくは付加さ

せる選択肢もありうる。 
 
５．他の概念モデルとのインターオペラビリティ

の議論 
５．１ CRMとの接合とイベント概念の適用 
 FRBR と他領域に属する概念モデルとのイン



ターオペラビリティの議論に、博物館・美術館の

領域における概念モデルである CIDOC CRM
（Conceptual Reference Model）との接合の試み
がある 49)。具体的にはCRMに基づくモデリング
の観点からFRBRの実体・属性を再定義しようと
する試みである。 
 まずCRMとは博物館・美術館の領域という、
対象となる資源が複雑かつ多岐にわたる構成をと

るものを十分な詳細度（粒度）でモデル化できる

ようオブジェクト指向モデルとして構築されてい

る。他方で、オブジェクト指向モデルとはいえ、

CRM 特有のモデル化方法論を採用している部分

もある。例えば、実体（通常のオブジェクト指向

モデルでは「クラス」）の属性はすべて、CRMで
は他の実体との関連（ただし、実体間の「プロパ

ティ」との名称を使用）として定義されている。

同時に、複雑かつ多岐にわたる事象を表現すべく、

temporalな実体、イベント概念の導入など、時間
的・動的な側面のモデル化が図られているとされ

る。 
 FRBRとCRMとの接合とは、このようなCRM
の枠組みを用いて、FRBRがモデル化を意図した
事象を適切に表現できるよう必要なモデル構成要

素（実体とプロパティ）を新たに定義することを

指す。その検討結果が公表されているが、筆者に

とっては大変理解しにくい定義である。過度に細

分化した実体定義のように見受けられ、なにゆえ

示された粒度で実体を定義しなければならないの

か、その理由と意義が理解できない。 
 また、以前からFRBRの弱点として指摘されて
いたのが、時間的側面からのモデル表現力が弱体

であり、そのためイベントの十分な記述ができな

いという点であった。ここでイベントとは、関与

する資源、またはイベントへの入力と出力をなす

資源、エージェント（人間、機械、その他）、時間・

場所等の要素などから構成される概念、あるいは

それらを結びつける概念を指す。イベントに対応

する実体を FRBR にも定義すべきとの主張があ
り、主にHeaney50)や Lagozeら 51)によりなされ

てきた議論である。確かに、汎用的と位置づけら

れているモデルはこうしたイベント概念に相当す

るモデル構成要素（実体など）を内包している場

合が多い。翻って、先のCRMはこのような要素
を含んでいるが、FRBRとの接合を図ったモデル
において FRBR のこの問題は解消されたのであ
ろうか。筆者には、にわかには判断しかねる。他

方で、イベント概念のFRBRへの導入はそれほど
困難ではないと考える。より直截に述べれば、

FRBRにおいては著作・表現形・体現形・個別資
料という実体のいずれかが関係する（イベントへ

の入力または出力として関与する）イベントのみ

が表現すべき事象であり、それら実体と関連をも

たない事象は元来取り上げる必要性がない。そう

であるならば、現行の実体を支点とするモデル化

とイベントを支点とするモデル化の差異とはそれ

ほど大きなものとは思われない。 
 
５．２ ダブリンコアコミュニティとの連携 
 FRBRに依拠しつつRDAは、他のメタデータ
スキーマとのインターオペラビリティの問題を、

特にダブリンコアコミュニティとの連携・調整を

介して解決を図ろうとしていることについては

3.5節で述べた。その結果、RDAはアプリケーシ
ョンプロファイルの一つとして明確に位置づけら

れることになった。これが意味するところは、

RDA が規定するメタデータ（メタデータスキー
マ）はダブリンコア抽象モデルにより規定され、

そのメタデータ項目や一部の項目値が RDF
（Resource Description Framework）の枠組みで
定義され表現されることになる。これらはメタデ

ータとしては当然のことであり、これによって

RDAに新たな制約が加わることはない。 
 他方で、こうしたダブリンコアコミュニティと

そこでの各種規定類・ツールを介して、他のメタ

データスキーマやそのコミュニティとの接近が急

速に行われていくことが予想される。FRBRの実
体・属性・関連を RDF ボキャブラリスキーマ
（RDF vocabulary schema。以前は「RDFスキ
ーマ」と呼ばれていた）で表現した案が既に公開

されている。このような状況を図5に表した。図



中の実線はその結びつきが破線の部分よりも強い

ことを示している。 
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DCMI vocabulary
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 図５ FRBRとRDAを取り巻くモデルやメタ
データスキーマ 
 
６．おわりに 
 本稿では、FRBR 刊行以後から現在までの、
FRBRが属する概念設計に係る議論、FRBRに依
拠した目録規則の検討や改訂、FRBR 化した
OPACの設計・構築など、関連する主要な議論や
多様なプロジェクトをレビューした。本稿で取り

上げなかった議論やプロジェクトも多く、それら

についてはFRBR Review Groupが編纂している
書誌FRBR bibliographyを参照されたい 52)。 
 本稿で取り上げた範囲のものを見ても、FRBR
が与えた、あるいは与えつつある影響がいかに大

きなものであるかが理解されよう。同時に、目録

の外側、特に Web 上で発生している事態を眺め
ると、目録も絶え間ない変化の時代に突入せざる

をえないことが理解される。本稿の執筆を通して

この点を今更ながらに実感した。 
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